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同　三十六年 347 349 l　　l，843 2．0711 2，190 2，420 1，722 1．9291 468 491

同　三十五年
ｯ　三十四年

172
Q18

180
Q23

1｝；講 一；1§弓 1，920

Q，107

2，167

Q，411

1，573

P，936 1；劉 347
P71

349
P80

表中既決・・虚刑、無罪免訴、消滅、管轄違等ナリ○明治四十年ノ未決ト同四十一年ノ越高ト差異アtVハ前年ノ未決ニハ明治四
十年五月中二閉鎖シタ，レ第十三乃至第十六師團及樺太守備隊二係，レニ十三件二十四人ノ未決欄承チ包含セシニ由ル○本表ノ外
高等軍法會議ニデ再審セ“7モノ明治三十四年＝一件一人同三十五年二四件六人同三十六年同三十九年二各一件一人同四十年二
二件二人アリ

明治四十四年軍人軍属犯者刑名及罪状434．

、

計

7
4
5
6
4
2
8
1
1
2
2
1
1
3
4
1
2
2
1
6
1
4
1
2
3
4
2
4
3
5
4
2
0
3
2
2
1
8
6
．
。
1
7
9
4
4
1
　
　
　
　
2
　
　
1
　
8
　
4
4
9
9
7
7
2
幻
μ
声
β
田
翅
潤
ぷ
溺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
」
　
1
1
2
1
　
2
1
1
1

合料

一
＝
＝
＝
　
一
＝
一
＝
＝
＝
1
0
＝
5
＝
＝
－
一
1
6
6
2
2
2
2
6
4
3
4
2
2
5

科留

＝
一
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
一
＝
2
一
＝
一
＝
2
一
2
＝
8
7
1
8
1
1
1
1
2
1

拘

！
　
「

金

一
＝
＝
＝
＝
一
2
一
＝
＝
一
2
＝
ω
4
＝
一
－
一
1
9
1
6
3
5
3
4
4
2
5
0
5
4
2
3
4
2
3
2
3
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

罰

期

留
4
瑠
5
2
ぷ
＝
二
一
＝
一
＝
＝
一
＝
＝
＝
一
＝
鵬
9
6
麗
醜
蝦
認

鋼

有

禁

期 1
－
　
　
l
l
　
l
l
　
－
1
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
　
　
　
l
　
－
－
　
I
　
　
i
　
　
　
　
ー
l
l
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
－
　
1
－
1
ー
　
　
　
　
「
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
1
　
－
　
　
1
　
1
ー
　
ト
　
ー
　
ー
「
ー
　
　
　
」
ー
　
　
　
　
　
6
　
＝
＝
＝
一
＝
一
＝
＝
＝
二
一
一
＝
一
一
＝
＝
　
［
一
＝
1
1
＝
－
一

無

1
　
役

　
期
　
有
ー
　
ー
ー

＝
綴
9
2
㌶
1
1
2
三
益
4
ヨ
2
三
6
竺
－
娩
器
。
．
衙
－
慨
講
漂
認
認
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
ち
L
，
L
ゴ
つ
工
，
L
．
恥
L
，

懲

期

一
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
一
＝
一
一
2
3
2
2
＝
1
2

無

1
1
－
1
ー

ー
ー
　
｛
　
1
　
　
！
　
　
　
，
　
　
ー
1
　
－
1
　
　
ー
ー
↓
ー
　
ー
－
　
　
1
ー
ー
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
－
　
　
　
1
　
　
　
　
　
　
　
ー
‘
　
　
　
　
1
　
　
ー
　
～
ー
l
　
　
　
　
　
　
　
t
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
1
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
　
ー
　
－
　
　
　
　
t
「
　
i
ー
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
1
‘
1
‘
‘
　
　
ー
－
　
　
　
1
　
‘
　
1
　
　
，
ー
，
ト
　
F
　
　
　
r
I
「

刑

二
＝
＝
一
＝
＝
「
二
一
＝
＝
一
＝
二
＝
＝
一
一
一
1
1
4
一
－
『

死
状
罪

懸
鞭
　
難
　
鰹
↑
　
欝
　
三
嚢
脚
蜘
轍
翼
竃
蕪
噸
蹴
難
鞠
灘
蹴
㌫
合
働
緯
罷
塾
講
ー
　
　
　
l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
法
　
　
治
　
陸
軍
刑
法
　
　
　
　
　
　
　
　
普
　
通
　
刑
　
法
　
　
　
　
　
　
　
諸
　
　
明
同
同
同
同
同
同
同

本表及以下二表ハ前表既決中二於ケル慮刑者二係，tz・Nノナリ


